
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
十
九
年
四
月
一
日 

広
島
県
知
事 

藤 
 

田 
 

雄 
 

山 

広
島
県
規
則
第
五
十
五
号 

児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

児
童
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
二
年
広
島
県
規
則
第
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

別
記
様
式
第
六
号
の
二 
中 

（表） 

  「
 
な
お
，
利
用
者
負
担
上
限
月
額
を
決
定
す
る
た
め
に
必
要
な
場
合
，
所
得
の
状
況
等
に
つ
い
て
調
査
 

 
す
る
こ
と
に
同
意
し
ま
す
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
」
 
 

を 

    

に
改
め
、
同
様
式 

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

（裏） 

「
 
な
お
，
利
用
者
負
担
上
限
月
額
を
決
定
す
る
た
め
に
必
要
な
場
合
，
所
得
の
状
況
等
に
つ
い
て
調
査
 

 
す
る
こ
と
に
同
意
し
ま
す
。
 

 
 
ま
た
，
児
童
福
祉
法
の
規
定
に
基
づ
く
事
務
の
範
囲
内
で
，
関
係
自
治
体
及
び
児
童
福
祉
施
設
に
対
 

 
し
て
必
要
な
情
報
提
供
を
す
る
こ
と
に
同
意
し
ま
す
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
」
 
 



（
裏
）

 

 
□
 
Ⅰ
 
負
担
上
限
額
に
関
す
る
認
定

 

 
 
 
 
 
次
の
区
分
の
適
用
を
申
請
し
ま
す
。

 

 
 
 
 
 
（
該
当
す
る
も
の
に
○
を
付
け
て
く
だ
さ
い
。
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
場
合
は
空
欄
に
し
て
く
だ
さ
い
。
）

 

 
 
 
 
１
 
生
活
保
護
受
給
世
帯

 

 
 

 
 
２
 
市

町
民
税
非
課

税
世
帯
に
属

す
る
者
で
あ

つ
て
，
合
計

所
得
金
額
及

び
障
害
基
礎

年
金
等
の
収

入
の

合
計
額
が

8
0
万

円
以

下
の

も
の

 

３
 
市

町
民
税
非
課
税
世
帯
に
属
す
る
者
で
あ
つ
て
，
２
以
外
の
も
の
 

 
□
 
Ⅱ
 
障
害
児
施
設
等
軽
減
に
関
す
る
認
定

 

 
 
 
 
 
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
た
め
，

障
害
児
施
設
等
軽
減
を
申
請
し
ま
す
。

 

 
 
 
 
１
 
在
宅
で
生
活
し
て
い
る
又
は

2
0
歳
未
満
で
施
設
入
所
し
て
い
る
児
童
（
者
）
 

 
 

 
 
２
 
市

町
民
税
非
課

税
世
帯
に
属

す
る

者
又
は

市
町
民
税
課

税
世
帯
の
う

ち
世
帯
の
市

町
民
税
所
得

割
額
の
合
計
額

が
10

万
円
未
満
の
者

 

 
 

 
 
３
 
申

請
者
及
び
申

請
者
の
属
す

る
世

帯
の
主

た
る
生
計
維

持
者
が
不
動

産
（
親
族
等

が
現
に
居
住

す
る
不
動
産
等

を
除
く
。
）
そ
の
他
の
一
定
の
資
産
を
有
し
て
い
な
い
こ
と
。

 

 
 
 
 
４
 
申
請
者
及
び
申
請
者
の
属
す
る
世

帯
の
主
た
る
生
計
維
持
者
の
預
貯
金
等
が
次
の
金
額
以
下
で
あ
る
こ
と
。

 

 
 
 
 
 
ア
 
申
請
者
の
属
す
る
世
帯
が
単
身
世
帯
で
あ
る
も
の
 
5
0
0
万
円
 

 
 
 
 
 
イ
 
申
請
者
の
属
す
る
世
帯
が
二
人
以
上
の
世
帯
で
あ
る
も
の
 
1
,
0
0
0
万
円

 

 
□
 
Ⅲ
 
個
別
減
免
に
関
す
る
認
定
（
※
２
）

 

 
 
 
 
 
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
た
め
，

個
別
減
免
を
申
請
し
ま
す
。
 

（
施

設
を
利

用
す

る
者
が

20
歳

以
上

の
場

合
）

 

１
 

施
設
入

所
者

で
あ

る
こ

と
。

 

２
 

市
町
民

税
非

課
税

世
帯

に
属

す
る

者
で

あ
る

こ
と
。
 

３
 

一
定
の

資
産

を
有

し
て

い
な

い
こ

と
。

 

 
ア
 
預
貯
金
等
の
額
が

5
0
0
万
円
以
下
で
あ
る
こ
と
。
 

 
イ

 
不

動
産

を
所

有
し

て
い

な
い

こ
と

（
親

族
等

が
現

に
居

住
す

る
不

動
産
を

除
く

。
）

。
 

（
施
設
を
利
用
す
る
児
童
（
者
）
が

2
0
歳
未
満
の
場
合
）
 

１
 

医
療
型
施
設
（
※
１
）
入
所
者
で
あ
る
こ
と

。
 

 

 
□
 
Ⅳ
 
特
定
入
所
障
害
児
食
費
等
給
付
費
（

補
足
給
付
）
に
関
す
る
認
定
（
医
療
型
施
設
は
除
く
。
）
（
※
３
）
 

 
 
 
 
 
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
た
め
，

特
定
入
所
障
害
児
食
費
等
給
付
費
を
申
請
し
ま
す
。

 

（
施

設
を
利

用
す

る
者
が

20
歳

以
上

の
場

合
）

 

１
 

福
祉
型

施
設

（
※

４
）

入
所

者
で

あ
る

こ
と

。
（
年
齢
 
歳
）

２
 

市
町
民

税
非

課
税

世
帯

に
属

す
る

者
で

あ
る

こ
と
。
 

（
施
設
を
利
用
す
る
児
童
（
者
）
が

2
0
歳
未
満
の
場
合
）
 

１
 
福
祉
型
施
設
（
※
４
）
入
所
者
で
あ
る
こ
と

。
 

申 請 す る 減 免 の 種 類 

 
□
 
Ⅳ
 
生
活
保
護
へ
の
移
行
予
防
措
置
（
定

率
負
担
減
免
措
置
，
特
例
補
足
給
付
）
に
関
す
る
認
定
（
※
５
）

 

 
 
 
 
 
生
活
保
護
へ
の
移
行
予
防
措
置
（
□

定
率
負
担
減
免
措
置
 
□
特
例
補
足
給
付
）
を
申
請
し
ま
す
。

 

 ※
１

 
「

医
療

型
施

設
」

と
は

，
第

１
種

自
閉

症
児

施
設

，
肢

体
不

自
由

児
施

設
（

入
所

部
・

通
所

部
）

，
肢

体
不

自
由

児
通

園
施

設
，

重
症

心
身

障
害

児

施
設
及
び
指
定
医
療
機
関
（
肢
体
不
自
由
児
・
重
症
心
身
障
害
児
）
の
こ
と
で
す
。
 

※
２

 
「

個
別

減
免

」
と

は
，

入
所

施
設

を
利

用
す

る
児

童
（

者
）

を
対

象
と

し
た

利
用

者
負

担
の

軽
減

制
度

で
，

福
祉

型
施

設
の

場
合

は
福

祉
サ

ー
ビ

ス

費
の

１
割

負
担

部
分

に
つ

い
て

，
医

療
型

施
設

の
場

合
は

福
祉

サ
ー

ビ
ス

費
，

医
療

費
及

び
食

事
療

養
費

部
分

に
つ

い
て

利
用

者
負

担
が

軽
減

さ
れ

ま
す

。
 

※
３

 
「

特
定

入
所

障
害

児
食

費
等

給
付

費
（

補
足

給
付

）
」

と
は

，
福

祉
型

の
入

所
施

設
に

つ
い

て
行

わ
れ

る
利

用
者

負
担

を
軽

減
す

る
制

度
で

，
実

費

負
担
と
な
る
食
費
・
光
熱

水
費
部
分
に
つ
い
て
利
用
者
負
担
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。
 

※
４

 
福

祉
型

の
入

所
施

設
（

知
的

障
害

児
施

設
，

第
２

種
自

閉
症

児
施

設
，

盲
児

施
設

，
ろ

う
あ

児
施

設
及

び
肢

体
不

自
由

児
療

護
施

設
）

が
対

象
と

な

り
ま
す
。
 

※
５

 
障

害
児

施
設

を
利

用
す

る
場

合
で

，
利

用
者

負
担

を
支

払
う

と
生

活
保

護
の

適
用

対
象

に
な

る
が

利
用

者
負

担
が

軽
減

さ
れ

る
と

生
活

保
護

の
適

用

対
象

外
に

な
る

と
き

は
，

適
用

対
象

外
に

な
る

ま
で

福
祉

サ
ー

ビ
ス

費
及

び
食

費
等

実
費

負
担

の
軽

減
措

置
が

講
じ

ら
れ

ま
す

。
ま

た
，

手
続

に
は

福
祉

事
務
所
の
発
行
す
る
「
境
界
層
対
象
者
証
明
書
」
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
 

 注
 
１
 
「
申
請
者
」
は

支
給
決
定
を
受
け
る
人
（
1
8
歳
以
上
の
場
合
は
障
害
者
本
人
，
1
8
歳
未
満
の
場
合
は
障
害
児
の
保
護
者
）

 

 
 
 
と
す
る
こ
と
。

 

 
２
 
減
免
を
申
請
す
る
に
当
た
つ
て
は
，
事
実
関
係
を
確
認
で
き
る
書
類
を
添
付
し
て
申
請
す
る
こ
と
。
 

 
３
 
用
紙
の
大
き
さ
は
，
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る
。

 

申
請
書
提
出
者

 
 
□
申
請
者
本
人
 
 
 
□
申
請
者
本
人
以
外
（
下
の
欄
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
）

 

フ
リ
ガ
ナ

 
 

氏
 
 
 
名
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
㊞
 

申
 
請
 
者
 

と
の

関
係

 
 
 
 
 

 

 

 

住
 
 
 
所
 

 

〒
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
電
話
番
号

 

 



 
別
記
様
式
第
六
号
の
三
中
「 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」
を
「 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
社
会
福
祉
法
人
等
に
よ
る
軽
減
措
置
の
適
用
 

 
食
事
提
供
加
算
対
象
者
 

」
に
、
「 

 
 
 
 
 

」
を
「 

 
 
 
 
 

」
に
改
め
る
。 

 
 
軽
減
適
用
期
間
 

 
適

用
期

間
 
 
 
 
 
 
 

別
記
様
式
第
九
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 



様
式
第
９
号
（
第
７
条
関
係
）

 
（
表
面
）

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第
 
 

  
号
 

証
 
 
 
 
 
票

 
 

所
 
属

 
職
 
名

 
氏
 
名

 
 

 
 

上
記

の
者

は
，

児
童

福
祉

法
第

29
条

（
児

童
虐

待
の

防
止

等
に

関
す

る
法

律
第

９
条

第
１

項
）

の
規
定
に
よ
る

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
。

 
    
 
平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
広
島
県
知
事
 
 
 
 
 
 
 
 
□ 印

 
 

 

６センチメートル 

９
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

 

児
童
委
員

 
児
童
福
祉
司
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
児
童
の
福
祉
に
関
す
る
事
務
に
従
事
す

る
職
員

 

 
（
裏
面
）

 
 児
童
福
祉
法
抜
粋

 
 第
2
8
条
 
 保

護
者
が

，
そ
の
児
童
を
虐
待
し
，
著
し
く
そ
の
監
護
を
怠
り
，
そ
の
他
保
護
者
に
監
護
さ

せ
る
こ
と
が
著
し
く
当
該
児
童
の
福
祉
を
害
す
る
場
合
に
お
い
て
，
第

2
7
条
第
１
項
第
３
号
の
措

置
を
採
る
こ
と
が
児
童
の
親
権
を
行
う
者
又
は
未
成
年
後
見
人
の
意
に
反
す
る
と
き
は
，
都
道
府
県

は
，
次
の
各
号
の
措
置
を
採
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

（
1
）
保
護
者
が
親
権
を
行
う
者
又
は
未
成
年
後
見
人
で
あ
る
と
き
は
，
家
庭
裁
判
所
の
承
認
を
得
て
，

第
27

条
第
１
項
第
３
号
の
措
置
を
採
る
こ
と
。

 

（
2
）

保
護

者
が

親
権

を
行

う
者

又
は

未
成

年
後

見
人

で
な

い
と

き
は

，
そ

の
児

童
を

親
権

を
行

う
者

又
は

未
成

年
後

見
人

に
引

き
渡

す
こ

と
。

た
だ

し
，

そ
の

児
童

を
親

権
を

行
う

者
又

は
未

成
年

後

見
人

に
引

き
渡

す
こ

と
が

児
童

の
福

祉
の

た
め

不
適

当
で

あ
る

と
認

め
る

と
き

は
，

家
庭

裁
判

所

の
承
認
を
得
て
，
第

2
7
条
第
１
項
第
３
号
の
措
置
を
採
る
こ
と
。
 

第
2
9
条
 
 都

道
府
県
知
事
は
，
前
条
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
と
る
た
め
，
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
，
児
童
委
員
又
は
児
童
の
福
祉
に

関
す
る
事
務
に
従
事
す
る
職
員
を
し
て
，
児
童
の
住
所
若
し
く

は
居
所
又
は
児
童
の
従
業
す
る
場
所
に
立
ち
入
り
，
必
要
な
調
査
又
は
質
問
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
，
そ
の
身
分
を
証
明
す
る
証
票
を
携
帯
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
抜
粋

 
 第
９
条
 
 
都
道
府
県
知
事
は
，
児
童
虐

待
が
行
わ
れ
て
い
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
，
児
童

委
員
又
は
児
童
の
福
祉
に
関
す
る
事
務
に
従
事
す
る
職
員
を
し
て
，
児
童
の
住
所
又
は
居
所
に
立
ち

入
り
，
必
要
な
調
査
又
は
質
問
を
さ

せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
，
そ
の
身
分
を

証
明
す
る
証
票
を
携
帯
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

   



 
別
記
様
式
第
九
号
の
二
及
び
別
記
様
式
第
九
号
の
三
中
「 

 
 
 
 
 
 
 
 

」
を
「 

 
 
 
 
 
 

 
（
第
７
条
の
３
関
係
）

 
 
（
第
７
条
の
２
 

 
 
 

」
に
改
め
る
。 

 
関
係
）
 
 

 

別
記
様
式
第
九
号
の
四
及
び
別
記
様
式
第
九
号
の
五
中
「 

 
 
 
 
 
 
 
 

」
を
「 

 
 
 
 
 
 

 
（
第
７
条
の
４
関
係
）

 
 
（
第
７
条
の
３
 

 
 
 
 

に
改
め
る
。 

 
関
係
）
」
 
 

 

別
記
様
式
第
十
九
号
中 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

就
職

支
度

費
 
 

 
 

 
 

を 
「
 

」

 

就
職

支
度

費
 
 

 
 

 

大
学

進
学

等
 

自
立

生
活

支
度

費
 

 
 

 
 

 

に 

「
 

」

改
め
る
。 

 

別
記
様
式
第
二
十
号 

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

（裏） 



(裏
)
 

 

措
置

費
等

概
算

請
求

額
内

訳
 

施
設
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

内
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
訳
 

単
価

（
円
）

人
員

（
人
）

月
数
 

（
月
）

 

金
額

（
円
）

 

一
般

分
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

事 務 費  

加 算 費 

 
 

 
 

 

重
度

加
算

費
 

 
 

 

一
般

生
活

費
 

 
 

 

３
歳

以
上

児
 

 
 

 
母

子
生

活
支

援
施

設
 

保
育

室
入

所
児

童
 

３
歳

未
満

児
 

 
 

 

乳
児

院
病

虚
弱

等
児

童
加

算
費

 
 

 
 

生 活 諸 費
計

 
 

 
 

 

被
虐

待
児

受
入

加
算

費
 

 
 

 

小
 

 
 

 
 

中
 

 
 

 
 

一
般

教
育

費
 

特
別

支
援

高
 

 
 

 

教
材

代
交

通
費

 
 

 
 

教 育 費 

計
 

 
 

 
 

学
校

給
食

費
 

 
 

 

小
 

 
 

 
 

中
 

 
 

 
 

見
学

旅
行

費
 

高
（

特
別

支
援

高
を
含

む
。

）
 

 
 

 

小
 

 
 

 
 

入
進
学
支
度
金
 

中
 

 
 

 
 

国
立

･
公

立
 

 
 

 

私
立

 
 

 
 

特
別

育
成

費
 

特
別

加
算

費
 

 
 

 

夏
季

等
特

別
行

事
費

 
 

 
 

期
末

一
時

扶
助

費
 

 
 

 

対
象

児
童

 
 

 
 

職
業

補
導

費
 

交
通

費
 

 
 

 

児
童

用
採

暖
費

 
 

 
 

措
置

解
除

児
童

 
 

 
 

就
職

支
度

費
 

特
別

基
準

対
象

児
童

 
 

 
 

措
置

解
除

児
童

 
 

 
 

大
学
進
学
等
自

立
生
活
支
度
費
 
特

別
基

準
対

象
児

童
 

 
 

 

葬
祭

費
 

 
 

 

合
計

 
 

 
 

注
 
事
務
費
の
加
算
費
の
費
目
は
，
該
当
す

る
加
算
の
費
目
に
つ
い
て
記
入
す
る
こ
と
。

 



 
別
記
様
式
第
二
十
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 



様
式
第
2
2
号

（
第
2
1
条
関
係
）

 
 

措
置
費
等
精
算
額
内
訳
書
 
 
 
平
成
 
 
 
年
度
 
 
第
 
―
四
半
期
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
定
 
 
員
 
 
 
 
人
 
 
協
定
定
員
 
県
 
 
 
 
人
 

 
 
施
設
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
暫
定
定
員
 
 
 
 
人
 
 
 
 
 
 
 
市
 
 
 
 
人
 

 
 
月
分

 
 

 
月
分

 
 

 
月
分

 
合

計
 

内
 

 
 

 
 
 
 

 
 
訳

 
単

価
 

（
円
）

 

人
員

 

(
人

)
 

金
額

（
円
）

単
価

（
円
）

人
員

(
人

)

金
額

（
円
）

単
価

（
円
）

人
員

(
人

)

金
額

 

（
円
）

 

単
価

 

（
円
）

 

人
員

 

(
人

)
 

金
額

（
円
）

備
考

一
般

分
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

事務費 

加 算 費 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

重
度

加
算

費
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
般

生
活

費
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

３
歳
以
上
児
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
母

子
生

活
支

援
施

設
 

保
育

室
入

所
児

童
 

３
歳
未
満
児
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

乳
児

院
病

虚
弱

等
児

童
加

算
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

生活諸費 

計
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

被
虐

待
児

受
入

加
算

費
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

小
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

中
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
一

般
 

教
育

費
 

特
別

支
援

高
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

教
材

代
交

通
費

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

教 育 費 

計
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

学
校

給
食

費
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

小
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

中
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
見

学
旅

行
費
 

高
（

特
別

支
援
 

高
を

含
む

。
）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

小
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
入

進
学

支
度

金
 

中
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

国
立

･
公

立
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

私
立

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

特
別

育
成

費
 

特
別

加
算

費
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

夏
季

等
特

別
行

事
費
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

期
末

一
時

扶
助

費
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

対
象

児
童
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
職

業
補

導
費
 

交
通

費
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

児
童

用
採

暖
費

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

措
置

解
除

児
童

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

就
職

支
度

費
 

特
別

基
準

対
象

児
童

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

措
置

解
除

児
童

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

大
学

進
学

等
自

立

生
活

支
度

費
 

特
別

基
準

対
象

児
童

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

葬
祭

費
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

合
計

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

注
 
１

 
事

務
費

の
加
算
費

の
費
目
は

，
該
当

す
る
加
算

の
費
目

に
つ

い
て

記
入

す
る

こ
と

。
 

 
 
２

 
用

紙
の

大
き
さ
は

，
日
本
工

業
規
格

Ａ
列
４
と

す
る
。
 



 
 
 

附 

則 

 
（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
に
よ
る
様
式
で
し
て
い
る
申
請
そ
の
他

の
手
続
は
、
改
正
後
の
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
様
式
に
よ
る
申
請
そ
の
他
の
手
続
と
み
な
す
。 
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